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厚生年金基金・企業年金連合会間における通算措置等に係る業務の取扱いについて 

 

 

 

 

 

 

当連合会の事業運営につきましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、新天皇即位による新元号「令和」が、５月１日から施行されることに伴い、当連合

会における中途脱退者等の通算措置に係る業務の取扱いの一部を改めることといたしました

ので、別添１「厚生年金基金・企業年金連合会間における通算措置に係る業務の取扱い」及

び別添２「企業年金連合会が実施する被保険者記録と中途脱退者の記録との突き合せに係る

業務の取扱い」により取り扱われますよう通知いたします（別添２につきましては内容の変

更はありません）。 

これに伴い、従前の「厚生年金基金・企業年金連合会間における通算措置等に係る業務の取

扱いについて（平成２６年３月３１日 企年連発第１３７号の１）」については廃止いたしま

す。  
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別添１ 

厚生年金基金・企業年金連合会間における通算措置に係る業務の取扱い 

 

第１ 基金から連合会への脱退一時金相当額の移換を行う場合の業務の取扱いに関する事項 

 

１ 申出手続き 

（１） 厚生年金基金（以下「基金」という。）は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確

保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成２５年法律第６３号。以下

「平成２５年改正法」という。）附則第４２条第１項の規定に基づき脱退一時金相当

額の移換申出を行う場合は、「厚生年金基金中途脱退者脱退一時金相当額移換申出書

（様式第１号（「厚生年金基金における事業運営基準の取扱いについて(昭和４２年３

月２８日年企発第２０号）の別添「厚生年金基金事務取扱い準則」（以下「準則」と

いう。）で定める様式（以下「準則様式」という。）第４７号））」（以下「申出書」と

いう。）に、「厚生年金基金加入員台帳（準則様式第３５号）」を添付すること。 

なお、記録媒体により移換申出を行う場合は、記録媒体用の申出書に中途脱退者記

録を収録した記録媒体を添えて行うこと。 

 

（２） 上記（１）による申出は、月１回まとめて行うものとし、申出書には、資格喪失年

月ごとに記入すること。 

 

２  申出の時期 

脱退一時金相当額の移換申出は、原則として、基金の中途脱退者が加入員の資格を喪

失した日から起算して１年を経過する日以後最初に到来する１５日までに行うこと。 

 

３ 受理通知書の送付 

連合会は、脱退一時金相当額の移換申出を受けた日の属する月の翌月上旬（移換申出

を受けた日が１６日以降の場合は、翌々月上旬）までに、「厚生年金基金中途脱退者脱退

一時金相当額移換受理通知書（様式第２号（準則様式第４８号））」及び「厚生年金基金

中途脱退者脱退一時金相当額移換受理通知書（様式第２号付表（準則様式第４８号付表））」

を、当該申出をした基金に送付する。 

 

４ 脱退一時金相当額の移換 

基金は、「厚生年金基金中途脱退者脱退一時金相当額移換受理通知書」に基づき、その

通知を受けた日の属する月の末日までに、脱退一時金相当額を連合会に移換すること。 

 

５ 中途脱退者への通知 
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連合会は、基金から脱退一時金相当額の移換が行われた中途脱退者に対し、当該移換

を受けた旨を記載した通知書を、当該移換を受けた日の属する月の翌月上旬までに送付

する。 

 

第２ 連合会から基金への権利義務の移転及び積立金等の移換をする場合の業務の取扱いに

関する事項  

連合会が給付の支給に関する義務を負っている基金の中途脱退者、解散基金加入員、

確定給付企業年金の中途脱退者及び終了制度加入者等（以下これらを総称して「中途脱

退者等」という。）に係る基金への老齢年金給付の支給に関する権利義務（以下「権利義

務」という。）の移転並びに平成２５年改正法附則第５３条第５項に規定する年金給付等

積立金、同法附則第５４条第１項及び第５７条第１項に規定する積立金（以下これらを

総称して「積立金等」という。）の移換に関する業務の取扱いについては、次によること。 

 

 １ 基金の登録及び変更に関する事項 

連合会からの権利義務の移転及び積立金等の移換の可否並びに申出方法等について、

原則として「登録届兼変更届（厚生年金基金）」により連合会への登録を行うこと。 

また、登録した内容に変更があった場合は、速やかに「登録届兼変更届（厚生年金基

金）」に変更のあった項目の内容を記入し、右の変更箇所欄に「○」を付して連合会に提

出すること。 

 

２ 申出手続き 

（１） 基金が、前記１の登録時に「基金が中途脱退者等の申出を取りまとめて連合会に申

出をする」（以下「基金申出」という。）を選択している場合 

中途脱退者等は、基金に対して申出を行い、当該申出を受けた基金は「中途脱退者

等支給義務の移転、年金給付等積立金、積立金移換申出書（厚生年金基金）（様式第

３号）」を作成し、連合会に権利義務の移転申出及び積立金等の移換申出を行うこと。 

 

（２） 基金が、前記 1 の登録時に「中途脱退者等が直接連合会に申出をする」（以下「本

人申出」という。）を選択している場合 

中途脱退者等は、「中途脱退者等支給義務の移転、年金給付等積立金、積立金移換

申出書（本人申出）」により、連合会に権利義務の移転申出及び積立金等の移換申出

を行うこと。 

 

３ 申出の時期 

（１） 基金が、前記１の登録時に「基金申出」を選択している場合 

中途脱退者等は、基金の加入員の資格を取得した日から起算して３月を経過する日
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までに基金に権利義務の移転申出及び積立金等の移換申出を行い、当該基金はその申

出があった日の翌日以後最初に到来する１５日までに連合会に申出を行うこと。 

 

（２） 基金が、前記 1の登録時に「本人申出」を選択している場合 

中途脱退者等は、基金の加入員の資格を取得した日から起算して３月を経過する日

までに連合会に権利義務の移転申出及び積立金等の移換申出を行うこと。 

 

４ 連合会から基金への申出 

連合会は、基金及び中途脱退者等から前記２の申出があった場合は、当該申出を受け

た日の属する月の翌月上旬（当該申出を受けた日が１６日以降の場合は、翌々月上旬）

までに、「中途脱退者等年金給付等積立金、積立金移換申出書（基金分）（様式第４号）」

に当該中途脱退者等の「厚生年金基金加入員台帳」（当該中途脱退者等が基金の中途脱退

者又は解散基金加入員の場合に限る。）と「厚生年金基金加入員台帳（標準報酬額分割改

定明細）（準則様式第３５号付表）」（第１号改定者及び特定被保険者に係る権利義務の移

転の場合に限る。）を添えて、当該中途脱退者等が加入員の資格を取得した基金に権利義

務の移転及び積立金等の移換を申し出る。 

 

５ 積立金等の移換 

連合会は、前記４の申出を行った日の属する月の末日までに、平成２５年改正法附則

第５３条第４項に規定する年金給付等積立金及び積立金等を当該基金に移換する。 

 

第３ 申出書等の記入要領に関する事項について 

 

１ 「厚生年金基金中途脱退者脱退一時金相当額移換申出書」の記入要領 

喪失年月毎に加入員番号を記載し、当該申出に係る脱退一時金相当額の移換申出件

数を、申出件数欄に記入すること。 

 

２ 「厚生年金基金加入員台帳」（準則様式第３５号）の記入要領 

（１） 「備考」欄 

表面「備考」欄に当該基金の中途脱退者の加入員資格喪失後の住所を記入すること。

この場合、同住所に係る郵便番号を同欄左端上部に付記すること。 

 

（２） 「異動原因」欄 

「異動原因」欄には「資格取得」「定時決定」「随時改定」「養育特例期間」「資格喪

失」「賞与標準給与額の決定」等の異動原因に即して、次のとおり、それぞれコード

（数字等）を付すこと。 
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① 資格取得の場合：「１」 

② 種別変更・定時決定・随時改定及び養育特例期間該当の場合：「３」 

③ 資格喪失の場合：「４」 

④ 賞与標準給与額の決定の場合：「Ｓ」 

 

（３） 「 16 老齢年金給付額」欄 

脱退一時金相当額のみの移換となるため、基本年金額「0円」と記入すること。 

 

（４） 「 23 脱退一時金相当額交付の申出の有無」欄及び「 24 脱退一時金相当額」欄 

「 23 脱退一時金相当額交付の申出の有無」欄に「有」と記載し、「 24 脱退一時

金相当額」欄に移換する脱退一時金相当額を必ず記載すること。 

 

 （５） 「 25 算定基礎期間」欄 

       算定基礎期間の月数を必ず記載すること。その際は、以下の取扱いとすること。 

① 休職又は停職の期間を２分の１とするなど、一定の率を乗ずるなどにより短縮

して計算される期間がある場合には、その期間について短縮しないものとして

計算した期間を記入すること。 

② 休職若しくは停職又は掛金等を負担しなかった等の理由により、算定基礎期間

から全く除外される期間がある場合には、その期間を除外して計算した期間を

記入すること。 

 

（６） 記入不要欄 

「 9  実加入員期間」欄から「 15  基準加算給与月額」欄までの各欄及び「 17 現

価相当額」欄は記入の必要はないこと。 

 

第４ 連合会から基金に移換される年金給付等積立金（基本年金に充てるべき積立金に限る。

以下同じ。）の計算に関する事項 

 

１ 平成１７年３月以前に連合会が基金から支給義務を承継した基本年金について、基金に

権利義務移転する場合 

次により計算した現価相当額を、当該権利義務移転される基本年金に係る年金給付

等積立金とする。  

但し、計算過程における政府負担金額は、下記（４）及び（５）②の政府負担金額

に０．８７５を乗じ、１円未満四捨五入した金額を使用する。 

 

（１） 昭和２１年４月２日以後に生まれた者 
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① 代行部分の現価相当額（平成１７年３月以前の加入員期間） 

代行部分年金額（平成１７年３月以前の期間）× 現価率（平成２６年厚生労働

省告示第９９号（以下「平成２６年告示」という。）別表第１） 

※ 端数が生じたときは端数処理をせずにそのままとする。 

② 代行部分の現価相当額（平成１７年４月以降の加入員期間） 

代行部分年金額（平成１７年４月以降の期間）× 現価率（平成２６年告示別表

第２） 

※ 端数が生じたときは端数処理をせずにそのままとする。 

③ 代行部分の現価相当額 

① ＋ ② ＝ 代行部分の現価相当額 

※ 端数が生じたときは１円未満四捨五入 

④ 基本年金プラスアルファ部分の現価相当額 

基本年金プラスアルファ部分年金額 × 現価率（連合会規約別表第１） 

※ 端数が生じたときは１円未満四捨五入 

⑤ 全体の現価相当額 

③ ＋ ④ ＝ 現価相当額 

 

（２） 昭和２１年４月１日以前に生まれた者  

① 代行部分の現価相当額（平成１７年３月以前の加入員期間） 

代行部分相当額（平成１７年３月以前の期間）× 現価率（平成２６年告示別表

第１） 

※ 代行部分相当額 ＝ 代行部分年金額 － 国民年金法等の一部を改正する法

律（昭和６０年法律第３４号）附則第８４条に規定する負担金（以下「政府

負担金」という。） 

※ 端数が生じたときは端数処理をせずにそのままとする。 

② 代行部分の現価相当額（平成１７年４月以降の加入員期間） 

代行部分相当額（平成１７年４月以降の期間）× 現価率（平成２６年告示別表

第２） 

※ 端数が生じたときは端数処理をせずにそのままとする。 

③ 代行部分の現価相当額 

① ＋ ② ＝ 代行部分の現価相当額 

※ 端数が生じたときは１円未満四捨五入 

④ 基本年金プラスアルファ部分の現価相当額 

基本年金プラスアルファ部分年金額×現価率（連合会規約別表第１） 

※ 端数が生じたときは１円未満四捨五入 

⑤ 全体の現価相当額 
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③ ＋ ④ ＝ 現価相当額 

 

（３） 第１号改定者及び特定被保険者の代行部分年金額の計算に関する事項 

① 改定後の平均標準報酬月額（平成１５年３月以前の加入員期間分に限る。） 

Σ〔標準報酬月額 ×（ １ － 改定割合）〕／ H15.3 以前の加入員期間月数 

※〔〕及び結果に端数が生じたときは１円未満四捨五入 

② 改定後の平均標準報酬額（平成１５年４月以降の加入員期間分に限る。） 

｛Σ〔標準報酬月額 ×（ １ － 改定割合）〕＋ 

Σ〔標準賞与額 ×（ １ － 改定割合）〕｝／ H15.4 以降の加入員期間月数 

※｛｝〔〕及び結果に端数が生じたときは１円未満四捨五入 

③ 改定後の代行部分年金額 

｛改定後の平均標準報酬月額 × 代行乗率 × H15.3 以前の加入員期間月数 ＋ 

改定後の平均標準報酬額 × 新代行乗率 × H15.4 以降の加入員期間月数｝ 

※ 結果に端数が生じたときは、50 円以上 100 円未満は 100 円に切上げ、50 円

未満は切捨て 

 

（４） 政府負担金の計算式 

① 昭和１５年４月１日以前に生まれた者 

ア  平成１５年３月以前の加入員期間の政府負担金 

     平成 15年 3月以前   10～8.29   平成 15年 3月 

        の加入員期間の   ×      × 以前の加入員  － 

平均標準報酬月額     1000    期間 

    １円未満        １円未満 

      四捨五入        四捨五入 

 

    昭和 61年 3月以前    10    昭和 61年 3月       

        の加入員期間の   ×     × 以前の加入員  ×   ＋ 

平均標準報酬月額    1000    期間       

１円未満        １円未満 

四捨五入        四捨五入 

 

    昭和 61年 4月以後～        昭和 61年 4月以後～ 

        平成 15年 3月以前 ×    × 平成 15年 3月以前     

の加入員期間の     1000    の加入員期間 

平均標準報酬月額 

１円未満        １円未満 

          四捨五入        四捨五入 

 

               ＝  政府負担金（平成 15 年 3月以前） ・・・（Ａ） 

8 

10 

7.5 
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イ 平成１５年４月以後～平成１７年３月以前の加入員期間の政府負担金 

 

     平成 15年 4月以後～  7.692～6.377     平成 15年 4月以後～ 

        平成 17年 3月以前 ×        × 平成 17年 3月以前  － 

の加入員期間の       1000     の加入員期間 

平均標準報酬額 

１円未満        １円未満 

      四捨五入        四捨五入 

 

平成 15年 4月以後～  5.769   平成 15年 4月以後～ 

        平成 17年 3月以前 ×     × 平成 17年 3月以前 

の加入員期間の           の加入員期間       

平均標準報酬額 

１円未満        １円未満 

四捨五入        四捨五入 

 

     ＝  政府負担金（平成 15年 4 月以後～平成 17 年 3月以前） ・・・（Ｂ） 

 

ウ 平成１７年４月以後の加入員期間の政府負担金 

 

     平成 17年 4月以後   7.692～6.377     平成 17年 4月以後  

        の加入員期間の   ×        × の加入員期間    － 

平均標準報酬額       1000      

１円未満        １円未満 

      四捨五入        四捨五入 

 

平成 17年 4月以後   5.481   平成 17年 4月以後 

        の加入員期間の   ×     × の加入員期間 

平均標準報酬額     1000          

１円未満        １円未満 

四捨五入        四捨五入 

 

               ＝  政府負担金（平成 17 年 4月以後） ・・・（Ｃ） 

 

エ 全加入員期間の政府負担金 

 

         （Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ） ＝  政府負担金（全期間）  

 

 

1000 
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② 昭和１５年４月２日から昭和１８年４月１日までの間に生まれた者 

ア 平成１５年３月以前の加入員期間の政府負担金 

 

     昭和 61年 4月以後～  7.771～7.543   昭和 61年 4月以後～  

        平成 15年 3月以前 ×        × 平成 15年 3月以前  － 

の加入員期間の       1000     の加入員期間 

平均標準報酬月額 

１円未満        １円未満 

      四捨五入        四捨五入 

 

昭和 61年 4月以後～       昭和 61年 4月以後～ 

        平成 15年 3月以前 ×    × 平成 15年 3月以前     

の加入員期間の     1000    の加入員期間 

平均標準報酬月額 

１円未満        １円未満 

          四捨五入        四捨五入 

 

                ＝  政府負担金（平成 15年 3月以前） ・・・（Ａ） 

 

イ 平成１５年４月以後～平成１７年３月以前の加入員期間の政府負担金 

 

     平成 15年 4月以後～  5.978～5.802     平成 15年 4月以後～ 

        平成 17年 3月以前 ×        × 平成 17年 3月以前  － 

の加入員期間の       1000     の加入員期間 

平均標準報酬額 

１円未満        １円未満 

      四捨五入        四捨五入 

 

平成 15年 4月以後～  5.769   平成 15年 4月以後～ 

        平成 17年 3月以前 ×     × 平成 17年 3月以前 

の加入員期間の           の加入員期間       

平均標準報酬額 

１円未満        １円未満 

四捨五入        四捨五入 

 

     ＝  政府負担金（平成 15年 4 月以後～平成 17 年 3月以前） ・・・（Ｂ） 

 

  

1000 

7.5 
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ウ 平成１７年４月以後の加入員期間の政府負担金 

 

 平成 17年 4月以後   5.978～5.802     平成 17年 4月以後  

        の加入員期間の   ×        × の加入員期間    － 

平均標準報酬額       1000      

１円未満        １円未満 

      四捨五入        四捨五入 

 

平成 17年 4月以後   5.481   平成 17年 4月以後 

        の加入員期間の   ×     × の加入員期間 

平均標準報酬額            

１円未満        １円未満 

四捨五入        四捨五入 

 

               ＝  政府負担金（平成 17 年 4月以後） ・・・（Ｃ） 

 

エ 全加入員期間の政府負担金 

 

         （Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ） ＝  政府負担金（全期間）  

 

③ 昭和１８年４月２日から昭和２１年４月１日までの間に生まれた者 

ア 平成１７年４月以後の加入員期間の政府負担金 

 

     平成 17年 4月以後   5.722～5.562     平成 17年 4月以後  

        の加入員期間の   ×        × の加入員期間    － 

平均標準報酬額       1000      

１円未満        １円未満 

      四捨五入        四捨五入 

 

平成 17年 4月以後   5.481   平成 17年 4月以後 

        の加入員期間の   ×     × の加入員期間 

平均標準報酬額             

１円未満        １円未満 

四捨五入        四捨五入 

 

               ＝  政府負担金（平成 17 年 4月以後） ・・・（Ａ） 

 

イ 全加入員期間の政府負担金 

1000 

1000 
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                 （Ａ） ＝  政府負担金（全期間）  

 

④ 第１号改定者及び特定被保険者の政府負担金の計算に関する事項 

第１号改定者及び特定被保険者の政府負担金を算出する平均標準報酬月額と平

均標準報酬額については、前記１（３）の①②を用いる。 

 

（５） 坑内員被保険者期間のある加入員の年金給付の現価相当額の計算方法 

① 坑内員被保険者期間の計算方法（全期間坑内員被保険者期間の場合） 

ア 昭和６１年３月以前の加入員期間（Ａ期間） 

              4 

        Ａ期間 ×   ＝ （Ａ＇期間）（端数切上げ） 

              3 

イ 昭和６１年４月から平成３年３月までの加入員期間（Ｂ期間） 

              6 

        Ｂ期間 ×   ＝ （Ｂ＇期間）（端数切上げ） 

              5 

ウ 平成３年４月以後の加入員期間（Ｃ期間） 

 

② 政府負担金の計算方法 

ア 昭和１８年４月１日以前に生まれた者 

（ア） 平成１５年３月以前の加入員期間の政府負担金 

 

    Ａ期間の平均   10～7.543    

          標準報酬月額 ×       × Ａ＇期間 ＋ 

                     

     １円未満        １円未満 

       四捨五入        四捨五入 

 

    Ｂ期間の平均   10～7.543    

          標準報酬月額 ×       × Ｂ＇期間 ＋ 

                    

     １円未満        １円未満 

       四捨五入        四捨五入 

 

    Ｃ期間の平均   10～7.543    

          標準報酬月額 ×       × Ｃ期間   － 

                     

     １円未満        １円未満 

       四捨五入        四捨五入 

1000 

1000 

1000 
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      Ａ期間の平均    10          

          標準報酬月額 ×    × Ａ＇期間 ×    ＋ 

          1000                    

１円未満        １円未満 

四捨五入        四捨五入 

 

Ｂ期間の平均              

          標準報酬月額 ×    × Ｂ＇期間   ＋ 

                               

１円未満        １円未満 

           四捨五入        四捨五入 

 

Ｃ期間の平均               

          標準報酬月額 ×    × Ｃ期間     

                             

１円未満        １円未満 

           四捨五入        四捨五入 

 

               ＝  政府負担金（平成 15 年 3月以前） ・・・（Ａ） 

 

（イ） 平成１５年４月以後～平成１７年３月以前の加入員期間の政府負担金 

上記（４）①イ式又は②イ式を準用            ・・・（Ｂ） 

 

（ウ） 平成１７年４月以後の加入員期間の政府負担金 

上記（４）①ウ式又は②ウ式を準用             ・・・（Ｃ） 

 

（エ） 全加入員期間の政府負担金 

         （Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ） ＝  政府負担金（全期間）  

 

イ 昭和１８年４月２日から昭和２１年４月１日までの間に生まれた者 

上記（４）③式を準用 

 

２ 平成１７年４月以降に連合会が基金から支給義務を承継した基本年金について、基金

に権利義務移転する場合 

前記１を準用し計算した現価相当額を、当該権利義務移転される基本年金に係る年

金給付等積立金とする。 

 

第５ 再加入者に係る現価相当額の交付請求に関する事項 

10 

7.5 

7.5 

1000 

7.5 

1000 
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企業年金連合会規約（以下「連合会規約」という。）附則第９条の規定に基づく現価相当

額の交付請求に関する業務の取扱いについては、次によること。 

但し、平成１７年９月３０日までに中途脱退者が再びもとの基金に加入した場合に限る。 

 

１ 現価相当額の交付請求 

基金は、現価相当額の交付請求を行う場合、「厚生年金基金再加入者老齢年金給付現価

相当額交付請求書」により、連合会へ申し出ること。 

２ 現価相当額交付書の送付 

連合会は、請求のあった再加入者に係る現価相当額の計算を行い、「厚生年金基金再加

入者老齢年金給付現価相当額交付書」に当該再加入者の「厚生年金基金加入員台帳」と

「厚生年金基金加入員台帳（標準報酬額分割改定明細）（準則様式第３５号付表）」（第１

号改定者及び特定被保険者に係る権利義務の移転の場合に限る。）を添えて当該基金へ送

付するとともに、当該現価相当額を交付請求のあった月の翌月末日（交付請求のあった

日が１６日以降の場合は、翌々月末日）までに当該基金に交付する。 

 

第６ 支給義務の移転申出及び脱退一時金相当額の移換申出の取消又は訂正に関する事項 

連合会への支給義務の移転申出及び脱退一時金相当額の移換申出の取消又は訂正につい

ては、次によること。 

 

１ 支給義務の移転申出等の取消又は訂正 

基金は、支給義務の移転申出及び脱退一時金相当額の移換申出（交付申出の場合を含

む。以下同じ。）の内容について取消又は訂正があった場合は、以下のうち、該当する届

書により連合会へ届け出ること。 

「中途脱退者移転取消届（様式第５号）」 

「中途脱退者記録事項訂正届（様式第６号）」 

「中途脱退者脱退一時金相当額・算定基礎期間訂正届（様式第６号の２）」 

「標準報酬額分割改定対象者訂正届（様式第６号の３）」 

   なお、支給義務の移転申出及び脱退一時金相当額の移換申出後、基金の中途脱退者の

住所が新たに判明した場合は、「中途脱退者住所訂正届（様式第６号の４）」により連合

会へ届け出ること。ただし、住所以外の項目を併せて訂正する場合は、「中途脱退者記録

事項訂正届（様式第６号）」により届け出ること。 

基金は、記録を訂正することにより基本年金額に変更が生じる場合は、当該記録の訂

正と併せて、訂正後の基本年金額を記入すること。 

 

２ 取消に伴う現価相当額又は脱退一時金相当額の返還 

（１） 現価相当額の返還 
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連合会は、基金が連合会への支給義務移転申出の取消を届け出た場合は、当該支給

義務移転申出に基づき既に交付を受けた現価相当額を当該基金に返還する。 

なお、現価相当額の交付を受けた日から６月を経過した後に、取消による現価相当

額の返還を行う場合は、既に交付を受けた現価相当額に利息を加算した額を返還する

こととする。 

当該利息に相当する額は、次の①と②に定める額を合算し、１円未満四捨五入して

得た額とする。 

① 既に交付を受けた代行部分の現価相当額（千円未満切捨て）に、平成２６年告

示における現価率の予定利率（返還する日の属する月において適用される予定

利率）及び現価相当額の交付を受けた日の属する月の翌月から取消により現価

相当額を返還する日の属する月までの月数（以下「移転取消時経過月数」とい

う。）を乗じて得た数を１２で除して得た額 

② 既に交付を受けた基本プラスアルファ部分の現価相当額（千円未満切捨て）に、

連合会規約で定める現価率の予定利率（返還する日の属する月において適用さ

れる予定利率）及び移転取消時経過月数を乗じて得た数を１２で除して得た額 

 

（２） 脱退一時金相当額の返還（通算企業年金の場合） 

連合会は、基金が連合会への脱退一時金相当額の移換申出の取消を届け出た場合は、

当該移換申出に基づき既に移換された脱退一時金相当額から移換時に適用された連

合会規約別表第１０に規定する事務費の額を控除して得た額（以下「返還脱退一時金

相当額」という。）を当該基金に返還する。 

なお、脱退一時金相当額の移換を受けた日から６月を経過した後に、取消による返

還脱退一時金相当額の返還を行う場合は、当該返還脱退一時金相当額に利息を加算し

た額を返還する。 

当該利息に相当する額は、既に移換を受けた脱退一時金相当額から当該移換時に適

用された連合会規約第６０条に規定する事務費の額（以下「事務費の額」という。）

を控除した額（千円未満切捨て）に、当該移換時に適用された連合会規約別表第１３

に規定する予定利率及び脱退一時金相当額の移換を受けた日の属する月の翌月から

取消により返還脱退一時金相当額を返還する日の属する月までの月数（以下「移換取

消時経過月数」という。）を乗じて得た数を１２で除し、１円未満四捨五入して得た

額とする。 

 

（３） 脱退一時金相当額の返還（基本加算年金の場合） 

連合会は、基金が連合会への脱退一時金相当額の交付申出の取消を届け出た場合は、

当該交付申出に基づき既に交付を受けた脱退一時金相当額を当該基金に返還する。 

なお、脱退一時金相当額の交付を受けた日から６月を経過した後に、取消による脱
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退一時金相当額の返還を行う場合は、既に交付を受けた脱退一時金相当額に利息を加

算した額を返還する。 

当該利息に相当する額は、既に交付を受けた脱退一時金相当額（千円未満切捨て）

に、当該交付時に適用された厚生年金基金連合会規約別表第１５に規定する予定利率

及び交付取消時経過月数を乗じて得た数を１２で除し、１円未満四捨五入して得た額

とする。 

 

３ 訂正に伴う現価相当額又は脱退一時金相当額の調整 

（１） 現価相当額の調整 

連合会は、中途脱退者の資格記録等の訂正により現価相当額の調整が行われる場合

は、既に交付を受けた現価相当額とその交付日において交付すべきであった現価相当

額（以下「訂正後の現価相当額」という。）との差額を当該基金に返還し又は当該基

金から交付を受ける。 

なお、現価相当額の交付を受けた日から６月を経過した後に、訂正による現価相当

額の調整が行われる場合は、既に交付を受けた現価相当額と訂正後の現価相当額との

差額に利息を加算した額を返還し又は交付を受けることとする。 

当該利息に相当する額は、次の①と②に定める額を合算し、１円未満四捨五入して

得た額とする。 

① 既に交付を受けた代行部分の現価相当額と訂正後の代行部分の現価相当額との

差額（千円未満切捨て）に、平成２６年告示における現価率の予定利率（調整

が行われる日の属する月において適用される予定利率）及び現価相当額の交付

を受けた日の属する月の翌月から調整を行うこととなる現価相当額を基金に返

還し又は基金から交付を受ける日の属する月までの月数（以下「移転訂正時経

過月数」という。）を乗じて得た数を１２で除して得た額 

②既に交付を受けた基本プラスアルファ部分の現価相当額と訂正後の基本プラス

アルファ部分の現価相当額との差額（千円未満切捨て）に、連合会規約で定め

る現価率の予定利率（調整が行われる日の属する月において適用される予定利

率）及び移転訂正時経過月数を乗じて得た数を１２で除して得た額 

 

（２） 脱退一時金相当額の調整（通算企業年金の場合） 

連合会は、基金から脱退一時金相当額の訂正の届出が行われた場合は、既に移換を

受けた脱退一時金相当額と訂正後の脱退一時金相当額との差額を当該基金に返還し

又は当該基金からその移換を受ける。 

なお、脱退一時金相当額の移換を受けた日から６月を経過した後に、訂正により脱

退一時金相当額の調整が行われる場合は、既に移換を受けた脱退一時金相当額と訂正

後の脱退一時金相当額との差額に利息を加算した額を返還し又は移換を受ける。 
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当該利息に相当する額は、既に移換を受けた脱退一時金相当額から事務費の額を控

除して得た額と訂正後の脱退一時金相当額から当該額に基づいて算出した事務費の

額を控除して得た額との差額（千円未満切捨て）に、当該移換時に適用された連合会

規約別表第１３に規定する予定利率及び脱退一時金相当額の移換を受けた日の属す

る月の翌月から調整を行うこととなる日の属する月までの月数（以下「移換訂正時経

過月数」という。）を乗じて得た数を１２で除し、１円未満四捨五入して得た額とす

る。 

 

（３） 脱退一時金相当額の調整（基本加算年金の場合） 

連合会は、基金から脱退一時金相当額の訂正の届出が行われた場合は、既に交付を

受けた脱退一時金相当額と訂正後の脱退一時金相当額との差額を当該基金に返還し

又は当該基金からその交付を受ける。 

なお、脱退一時金相当額の交付を受けた日から６月を経過した後に、訂正による脱

退一時金相当額の調整が行われる場合は、既に交付を受けた脱退一時金相当額と訂正

後の脱退一時金相当額との差額に、利息を加算した額を返還し又は交付を受ける。 

当該利息に相当する額は、既に交付を受けた脱退一時金相当額と訂正後の脱退一時

金相当額との差額（千円未満切捨て）に、当該交付時に適用された厚生年金基金連合

会規約別表第１５に規定する予定利率及び交付訂正時経過月数を乗じて得た額を１

２で除し、１円未満四捨五入して得た額とする。 

 

４ 調整通知書等の送付 

連合会は、基金が支給義務の移転申出及び脱退一時金相当額の移換申出の取消又は訂

正の届出を行った場合で、現価相当額及び脱退一時金相当額を返還又は調整する場合に

あっては、当該返還先又は調整先である基金に対し、「記録事項訂正処理結果報告書」及

び「現価相当額調整通知書（様式第７号）」を取消又は訂正の届出を受けた日の属する月

の翌月上旬（届出を受けた日が１６日以降の場合は、翌々月上旬）までに送付する。 

 

５ 現価相当額又は脱退一時金相当額の返還又は調整の時期 

連合会又は基金は、前記４の「現価相当額調整通知書（様式第７号）」に基づき、その

通知を受けた日の属する月の末日までに現価相当額及び脱退一時金相当額を返還し又は

調整を行う。 

 

６ 複数の基金より支給義務の移転を受けている場合の訂正に関する取扱い 

複数の基金から支給義務が移転された中途脱退者について、一の基金からの訂正の届

出により現価相当額の計算の変更を必要とする生年月日等の訂正が行われた場合、連合

会は、前記３～５により、訂正の届出を行った基金のみならず、当該者について支給義
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務の移転を行った全ての基金と現価相当額を調整する。 

 

第７ 離婚分割対象者の資格記録確認に関する事項 

  連合会は、法第７８条の６第１項及び第２項又は第７８条の１４第２項及び第３項の

規定により標準報酬の改定が行われたときは、対象者リストにより、第１号改定者及び

特定被保険者である基金の中途脱退者及び解散基金加入員（以下「離婚分割対象者」と

いう。）について、婚姻期間の標準報酬総額、資格取得年月日及び資格喪失年月日等の確

認を行う。 

 

１ 基金への資格記録の確認 

連合会は、前述の確認において資格記録が相違している場合は、移転申出を行った基

金に対して「資格記録確認者一覧・基金回答リストの送付について」、「資格記録確認者

一覧・基金回答リスト」（様式第８号）（以下「回答リスト」という。）及び「資格記録（婚

姻期間）確認票」（様式第８号付表）（以下「確認票」という。）を送付し、離婚分割対象

者の資格記録確認の依頼を行う。 

  基金は、連合会から資格記録確認の依頼があった場合は、確認票の資格記録を確認の

上、回答リストの回答欄の該当する番号に「○」を付すとともに、必要に応じて証拠書

類又は「中途脱退者記録事項訂正届（様式第６号）」を添付して連合会に提出すること。 

 

２ 離婚分割対象者に係る資格記録訂正等 

連合会は、前記１の結果、離婚分割対象者に対する資格記録訂正を行った場合は、当

該基金に対し、「記録事項訂正処理結果報告書」及び「現価相当額調整通知書（様式第７

号）」（現価相当額の調整があった場合）を訂正の届出を受けた日の属する月の翌月上旬

（届出を受けた日が１６日以降の場合は、翌々月上旬）までに送付する。 

 

第８ 経過措置  

平成２５年改正法附則第６１条に規定する申出並びに同法附則第６２条第１項及び第６

４条第２項に規定する申出の取扱いについては、当該申出に係る廃止前の「厚生年金基金・

企業年金連合会間における通算措置等に係る業務の取扱いについて（平成２２年３月１８

日 企年連発第６８号」の別添「厚生年金基金・企業年金連合会間における通算措置に係る

業務の取扱い」の規定は、なおその効力を有する。 
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様式第１号（準則様式第４７号）

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する
法律(平成25年法律第63号) 附則第42条第１項の規定により、下記の者に係る脱退一時
金相当額の移換を別紙加入員台帳を添えて申し出ます。

厚生年金基金の名称及び所在地

厚生年金基金

理事長氏名

企業年金連合会理事長殿

喪失月 加　　入　　員　　番　　号

記

基金番号 件数

厚生年金基金中途脱退者脱退一時金相当額移換申出書

年 月 日令和

CD CD CD CD CDCD
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様式第１号（準則様式第４７号）

　公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)

附則第42条第１項の規定により、下記の件数の脱退一時金相当額の移換をFD又はCD-Rを添えて申し出ます。

脱退一時金相当額移換申出（ ）件

令和 年 月 日

基金番号 ＜ ＞

厚生年金基金の名称及び所在地

厚生年金基金

企業年金連合会理事長　殿

厚生年金基金中途脱退者脱退一時金相当額移換申出書（記録媒体用）

理事長氏名



 

 

1
9
 

 

様式第３５号

① ②
CD

③ ④ ⑤

⑥ ⑦

⑫

⑬

⑭

⑮ ⑯ ⑰

⑳

21 26

23 24 25

⑨実
加入
員期
間

⑩’標
準賞
与額
総計

H17.4以後 H17.4以後

S.61.3以前
月

S.61.3以前
千円

厚 生 年 金 基 金 加 入 員 台 帳

性
別

加 入 員
氏 名

生 年
月 日

厚 生 年 金
基 金 番 号 基

厚 生 年 金 基 金
加 入 員 番 号

⑪平
均標
準報
酬額

H15.4以後
H17.3以前

千円

H17.4以後

円

H17.4以後

S.61.4以後
H15.3以前

加 入 員 期 間

S.61.3以前
円

月S.61.4以後
H15.3以前

S.61.4以後
H15.3以前

H15.4以後
H17.3以前

H15.4以後
H17.3以前

H15.4以後
H17.3以前

基準標準給与額
円

円

有・無

計

政府負担率 3・4
基 準 加 算
給 与 月 額

老齢年金給付額

計

加算給与
月　　　額

報酬標準
給与月額
賞与標準
給 与 額

基　　　礎　　　年　　　金　　　番　　　号

摘　要

備　　　考

標準報酬
月　　　額

(標準賞与額)

入社年月日

事 業 所 

円

⑩標
準報
酬月
額総
計

千円千円

計

老 齢 年 金 給 付
支 給 の 有 無

裁定年月

円

選 択 一 時 金
支 給 の 有 無

有・無 支払年月

計

加入員資格取得年月日 ⑧ 加 入 員 資 格 喪 失 年 月 日

加算給与
月　　　額

標準報酬
月　　　額

(標準賞与額)

報酬標準
給与月額
賞与標準
給 与 額

千円

脱退一時金相当額交付の申出の有無

現 価 相 当 額
円

⑱

種別等
の区分

異動
原因

千円

備　　考

年　月　日

加 算 適 用 開 始 年 月 日

⑲老齢年金 給付 支給 義務
移 転 申 出 年 月 日

千円

事 業 所

政府負担金控除後の額

法第132条第2項
に 掲 げ る 額

みなし加算適用開始年月日

年　月　日
種別等
の区分

異動
原因

みなし加入員資格取得年月日

千円

摘　要

老齢年金給付額
計 算 基 礎 算 式

22

処 理 年 月脱 退 一 時 金 相 当 額 算 定 基 礎 期 間



 

 

2
0
 

 

厚 生 年 金 基 金 加 入 員 台 帳 （標 準 報 酬 額 分 割 改 定 明 細）
様式第３５号付表

CD

④
性
別

⑤生年
　月日

  ⑥基 礎 年 金 番 号                                                 

③加入員
   氏　 名

①厚生年金
   基金番号

②厚生年金基金
   加 入 員 番 号

Ⅴ．改定割合Ⅰ．婚姻年月日 Ⅱ．離婚年月日
 Ⅳ．改定請求

      取消年月日
備　　考改定対象期間（自） 改定対象期間（至）Ⅲ．改定請求年月日

基
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様式２号（準則様式第４８号） 

 

厚生年金基金中途脱退者脱退一時金相当額移換受理通知書 

 
 

  

 

 

 

 

厚生年金基金理事長 殿 

<   > 

 

 

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を

改正する法律(平成 25 年法律第 63 号) 附則第 42 条第１項の規定により、脱退

一時金相当額の移換の申出のあった中途脱退者に係る当該申出を受理しました

ので通知します。よって、下記の脱退一時金相当額を本月末までに当連合会に

移換してください。 

 

                    記 
 

 

基金番号      令和  年  月申出分 

項目 

性別 
件  数 移換時年金額（円） 

脱退一時金相当額（円） 

（うち、事務費）（円） 

男子 
 

 

   

 （   ） 

女子 
 

 

   

（   ） 

合 計 
 

 

   

（   ） 

 

 

令和  年   月   日 

 

 
 

企 業 年 金 連 合 会 

理事長 



 

 

2
2
 

 

様式２号付表（準則様式第４８号付表）

１ページ

令和 　　年 　月申出分

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）（　　　　　　　　　）　　　　　　

（　　　　　　　　　）　　　　　　

（　　　　　　　　　）　　　　　　

（　　　　　　　　　）　　　　　　

（　　　　　　　　　）　　　　　　

（　　　　　　　　　）　　　　　　

（　　　　　　　　　）　　　　　　

（　　　　　　　　　）　　　　　　

（　　　　　　　　　）　　　　　　

（　　　　　　　　　）　　　　　　

性別 生年月日 取得年月日

厚生年金基金中途脱退者脱退一時金相当額移換受理通知書

基金番号

喪失年月日
算定基
礎期間

移換時年金額
（現価率）

脱退一時金相当額
(うち、事務費)

基礎年金番号加入員番号 氏   名
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様式第3号

中途脱退者等支給義務の移転、年金給付等積立金、積立金移換申出書（厚生年金基金）

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成25年法律第
63号）附則第53条第1項、同条第5項、第54条第1項又は第57条第1項の規定により、下記の者に係る老齢年金給付

令和 年 月 日

厚生年金基金の名称及び所在地

厚生年金基金

理事長氏名
企業年金連合会理事長　殿

記

（注１）「移転区分」欄は以下から選択し○を付けること

１　全ての老齢年金給付の権利義務の移転を受ける

２　自基金の老齢年金給付の権利義務のみ移転を受ける

３　全ての老齢年金給付の権利義務の移転を受けない

（注２）「移換区分」欄は以下から選択し○を付けること

Ａ　全ての資産の移換を受ける

Ｂ　厚生年金基金由来の資産のみ移換を受ける

Ｃ　確定給付企業年金由来の資産のみ移換を受ける

Ｄ　全ての資産の移換を受けない

平 7

9

令 9

平 7

平 7

令 9

令 9

平 7

7

令 9

平 7

平 7

令 9

平 7

令 9

Ｃ
女 02 平 7 3

Ｄ

平 7

令 9

01 5男
1

Ａ

Ｂ
2

昭

昭 5

平 7

男 01

女 02

1
Ａ

Ｂ
2

Ｃ
3

Ｄ
令

Ｃ
女 02 平 7 3

Ｄ

昭 5男 01
1

Ａ

Ｂ
2

昭 5

平 7

男 01

女 02

1
Ａ

Ｂ
2

Ｃ
3

Ｄ

平 7

令 9

Ｃ
女 02 平 7 3

Ｄ

昭 5男 01
1

Ａ

Ｂ
2

昭 5

平 7

男 01

女 02

1
Ａ

Ｂ
2

Ｃ
3

Ｄ
令 9

Ｃ
女 02 平 7 3

Ｄ

昭 5男 01
1

Ａ

Ｂ
2

Ｃ
女 02 平 7 3

Ｄ

昭 5男 01
1

Ａ

Ｂ
2

平

Ｃ
女 02 平 7 3

Ｄ

昭 5男 01
1

Ａ

Ｂ
2

平 7 3
Ｄ

01 昭 5

女 02

男

Ａ
1

Ｂ
2

Ｃ

移転
区分

移換
区分

基礎年金番号
（フリガナ）
加入員氏名

性別 生年月日 加入員の資格取得年月日

基金番号 件数

の支給に関する権利義務の移転、年金給付等積立金の移換及び積立金の移換の申出を受けましたので申し出ます。



 

 

2
4
 

 

様式第４号

ページ

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
（平成25年法律第63号）附則第53条第4項、同条第6項、第54条第2項又は第57条第2項
の規定により、請求のあった下記の者に係る年金給付等積立金及び積立金を本月末日に
移換します。この者の厚生年金基金加入台帳を別紙のとおり送付します。

厚生年金基金
<　　　> 厚生年金基金理事長  殿 企業年金連合会

理 事 長

喪失年月日 算定基礎額 加入員期間 年  金  額

円 月 円 円 月 円 月 円

(注) １ 「基礎年金番号」欄の「＊」の符号は、本人申出の者について表示されています。

２  ｢区分」欄の「＃」の符号は、この者に対して厚生年金基金加入員台帳が添付されています。

基本 　　なお、区分欄の「Ｂ」の符号は、離婚等により標準報酬額が分割改定された者について表示しています。

通算企業 ３ 「配慮措置区分」欄の「Ｈ」の符号は、育児休業配慮措置の該当者について表示しています。

４ 返還事務費は、積立金等に含まれており再掲しています。

基本 ５ 「積立金等の区分」欄の番号は移換される年金給付等積立金または積立金の種類を表しています。

通算企業 Ａ  厚生年金基金の基本年金

Ｂ  解散した厚生年金基金の代行年金

基本 Ｃ  厚生年金基金の脱退一時金相当額

通算企業 Ｄ  解散した厚生年金基金の残余財産

Ｅ  確定給付企業年金の脱退一時金相当額

Ｆ  制度終了した確定給付企業年金の残余財産

Ｇ  設立事業所の権利義務移転に係る代行年金（解散みなし）

中途脱退者等年金給付等積立金、積立金移換申出書（基金分） 　　

令和　　年　　月　　日

記
基金番号

基礎年金番号 加入員氏名 性別 生年月日

加入員資格

年金額

取得年月日

政府負担金
控除後の額

区

分

区

分

配

慮

措

置

過去勤務
実加入員
期　　間 積立金等 返還事務費

の

区

分

積

立

金

等

算定基礎

期    間

円

　　項目
性別

申出人数 件  数 年金額(円)
政府負担金

控除後の額(円) 積立金等(円) 返還事務費(円)

男子

女子

合計



 

 

2
5
 

 

 



 

 

2
6
 

 
         

 

 



 

 

2
7
 

 
 

 



 

 

2
8
 

 

1

3

5

7

支

給

義

務

の

申

出

年

月
申出
年月

申出
年月平 7 平

企業年金連合会理事長　殿

理事長

令和 年 月 日 厚生年金基金

申出
年月

昭 5

平 7

7

昭 5
脱

退

一

時

金

相

当

額

の

申

出

年

月

追加
申出
年月

申出
年月

ヶ月 ヶ月

0無円 円
訂
正
後

有 有円

ヶ月

円有0 円 円
訂
正
前

無 0ヶ月 有

取消（33）
（月数） （月数）

期間
訂正（32）

期間
追加（31）

男 01
明

大

昭
女 02 平

CD

加入員番号 基礎年金番号 氏名 生年月日

件数

昭

令

5

脱退一時金相当額の追加・訂正・取消　及び　算定基礎期間の追加・訂正

（該当する項目を○で囲み、金額・月数を記入）

性別

  様式第6号の2

中途脱退者脱退一時金相当額・算定基礎期間訂正届

基金番号

9 令 9

平 7
申出
年月

昭 5

令 9

昭 5

令 9

昭 5

令 9

平

令 9

平 7

7



 

 

2
9
 



 

 

3
0
 

 

様式第6号の4

　　　　　中　途　脱　退　者　住　所　訂　正　届

③氏名（カナ） ④性別

CD 男 01

女 02

昭5

平7

昭5
平7
令9

〒

男 01

女 02

昭5

平7

昭5
平7
令9

男 01

女 02

昭5

平7

昭5
平7
令9

男 01

女 02

昭5

平7

昭5
平7
令9

男 01

女 02

昭5

平7

昭5
平7
令9

男 01

女 02

昭5

平7

昭5
平7
令9

男 01

女 02

昭5

平7

昭5
平7
令9

男 01

女 02

昭5

平7

昭5
平7
令9

男 01

女 02

昭5

平7

昭5
平7
令9

男 01

女 02

昭5

平7

昭5
平7
令9

　令和　　年　　月　　日 　　　　　　  　　　　　厚生年金基金

　　　　　　企業年金連合会理事長　　殿 　　　　理事長　　　　　　　　　　　 

⑥移転
申出年月

⑦新　　　住　　　所

基金番号 件数

①加入員番号 ②基礎年金番号 ⑤生年月日
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様式第７号

中途脱退者の取消又は記録等の訂正により現価相当額を調整した結果

下記のようになりましたので通知します。

    
令和　　年　　月　　日

<　　　> 厚生年金基金理事長　殿
企 業 年 金 連 合 会

記 理　事　長

１ 「区分」欄は、次のことを表示しています。

（１）「Ｓ」と記載している者は、以下の方法により確認した者です。 ２ 「調整した現価相当額の利息等」の欄は、２段書きに表示しています。

基本 　　　　①　日本年金機構の裁定記録と突合により確認 （１）上段は、調整した現価相当額の利息を算出した時の利率を記載して

　　　　　　　　　②　裁定請求書の審査の際に添付された住民票、戸籍抄本、年金 　　います。

　　証書（写）、加入員証（写）等により確認 （２）下段は、調整した現価相当額の利息を記載しています。

　③　本人の申出の際に添付された住民票、戸籍抄本、年金証書（写）、　

　　加入員証（写）等により確認 ３ 「調整した年金額」及び「調整した政府負担金控除後の額」欄の「＃」

（２）「Ｔ」と記載している者は、以下の理由により連合会で取消の   の符号は、性別及び種別の訂正を行ったことにより現価調整を行った者

基本 　　　　　　　　　　　処理を行った者です。   について表示しています。

　　　　　　　　　　①　基金からの中途脱退者記録の申出、訂正届、再加入交付請求書

　　　の提出により、貴基金の規約によると中途脱退者とならない者で ４ 下表欄は、次のことを表示しています。

　　　あることが判明した者です。 （１）「件数」欄は、現価相当額に移動のあった者について記載しています。

　　②　基金からの中途脱退者記録の申出及び訂正届等の提出により、 （２）合計の「現価相当額」欄が「正数」のときは、連合会から基金へ還付

　　中脱時算定日が変更となることが判明した者です。 　　します。

基本 　　　　　　　　（３）「＊」と記載している者は、他の基金から訂正届が提出され、 （３）合計の「現価相当額」欄が「マイナス」のときは、基金から連合会へ

　　　　　　　　　　連合会で処理する際に、基金の中途脱退者であることが判明した者です。 　　追加交付することになりますので、受託機関へ移換指図を行ってください。

（４）「Ｋ」と記載している者は、脱退一時金相当額の交付の申出がある

　者です。 ５ 「年金区分」欄の「Ｎ」の符号は、基本加算年金の対象者について表示

  しています。

政 府 負 担 金

控除後の額（円） （うち、調整事務費(円））

年金額

年金

区分

加入員台帳

区　　　分

件 数 年金額(円)

合　計差　額 利息等

男　子

性別

項目

氏　　名
（うち、事務費）

基礎年金番号

基金番号

加入員番号 種別
正当な現価相当額現価相 当額

交 付 年 月

連合会に交付した現価相当額

（うち、事務費）

調整した現価相当額（うち、調整事務費）
事　由

調整した
区分

調整した政府負担金

控除後の額

現価相当額等(円)

女　子

合　計

ページ

現 価 相 当 額 調 整 通 知 書

円 円 円 円 円 円 円
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２．企業年金連合会から厚生年金基金へ移転する老齢年金給付（厚生年金基金分）の選択

　　について

 いずれかに○をつけてください。

       様

 企業年金連合会から厚生年金基金へ移転できる老齢年金給付（厚生年金基金分）

企業年金連合会が支給義務を引き継いでいる厚生年金基金の名称

企業年金連合会理事長　　　殿

記

１．基本項目

基礎年金番号

３．企業年金連合会から厚生年金基金へ移換する年金給付等積立金及び積立金（厚生年金基金分）、

　積立金（確定給付企業年金分）の選択について

（１）年金給付等積立金及び積立金（厚生年金基金分）の移換について

いずれか一方に○をつけてください。

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

住所 　〒　　　－

電話番号 　（　　　　－　　　　－　　　　　）

（２）積立金（確定給付企業年金分）の移換について

いずれか一方に○をつけてください。

＊基本項目の「基礎年金番号」、「氏名」、「生年月日」、「性別」欄において、あらかじめ

　記載されている内容に相違がある場合は、訂正してください。  企業年金連合会から厚生年金基金へ移換できる積立金（確定給付企業年金分）の額（概算）

一部を改正する法律(平成25年法律第63号)

※平成25年改正法・・・公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の

中途脱退者等支給義務の移転、年金給付等積立金、積立金移換申出書（本人申出）

（ﾌﾘｶﾞﾅ）
氏名

　

加入している厚生年金基金（移転・移換先）         の基
金番号（4桁）

生年月日

性別

移転しない（　　）

　　 　積立金（厚生年金基金分）を「移換する」には、上記2において
　　　「全て移換する」「加入している基金分のみ移転する」を選択する必要があります。

移換する（　　） 移換しない（　　）

ご注意 平成25年改正法施行日前に企業年金連合会が支給義務を引き継いでいる年金給付等

企業年金連合会から厚生年金基金へ移転できる老齢年金給付の
額（見込み額）

上記の厚生年金基金（移転・移換先）の加入員       の資
格を取得した年月日

移換する　（　　） 移換しない　（　　）

企業年金連合会から厚生年金基金へ移換できる年金給付等積立金及び積立金（厚生年金基金分）の額（概算）

全て移転する（　　） 加入している基金分のみ移転する（　　）

　 平成25年改正法附則第53条第1項、同条第5項、第54条第1項又は第57条第1項の規定により、
　 企業年金連合会から下記の厚生年金基金への老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転、
   年金給付等積立金の移換及び積立金の移換を申し出ます。

　なお、訂正した場合は、証明する書類を添付してください。

 厚生年金基金（移転・移換先）の確認欄  加入員の資格取得年月日を確認しました       　             

加入している厚生年金基金（移転・移換先）         の名
称

厚生年金
基金用

都 道
府 県

郡
市 区
町 村
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令和 年 月 日
厚生年金基金の名称及び所在地

厚生年金基金

理事長氏名

企業年金連合会理事長殿

1

3

5

7

1

3

5

7

1

3

5

7

1

3

5

7

1

3

5

7

1

3

5

7

1

3

5

7

1

3

5

7

1

3

5

7

1

3

5

7

1

3

5

7

1

3

5

7

記

厚生年金基金再加入者老齢年金給付現価相当額交付請求書

　　　国民年金法等の一部を改正する法律（平成16年法律第104号）による改正前の厚生年金保険法第161条

　　第1項又は第2項の規定により、下記の者に係る老齢年金給付の現価相当額の交付を請求します。

加 入 員 番 号 基 礎 年 金 番 号 氏   名 性 別

基金番号 件 数

生 年 月 日 再加入年月日

CD
 男 01

明

大

平 女 02
昭

CD
 男 01

明

大

昭

平 女 02

CD
 男 01

明

大

昭

平 女 02

CD
 男 01

明

大

昭

平 女 02

CD
 男 01

明

大

昭

平 女 02

CD
 男 01

明

大

昭

平 女 02

CD
 男 01

明

大

昭

平
 女 02

CD
 男 01

明

大

昭

平 女 02

CD
 男 01

明

大

昭

平
 女 02

CD
 男 01

明

大

昭

平
 女 02

CD
 男 01

明

大

昭

平
 女 02

CD
 男 01

明

大

昭

平 女 02
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ページ

　国民年金法等の一部を改正する法律（平成16年法律第104号）による改正前の厚生年金保険法第161条
第1項及び第2項の規定により、請求のあった下記の者に係る老齢年金給付の現価相当額を本月末日に交
付します。なお、この者の加入員台帳を別紙のとおり送付します。

厚生年金基金理事長  殿 企業年金連合会

理 事 長

厚生年金基金再加入者老齢年金給付現価相当額交付書

令和　　年　　月　　日

記
基金番号

喪失年月日等
算定基礎額 加入員期間 年  金  額

月 円 円 円 円 円 月 円

(注)

　　１ 「区分」欄について

基本 　　（１）「Ｋ」の符号は、脱退一時金相当額の交付の申出がある者について表示されています。この者に係る年金額及び現価相当額等欄は、２段に記載され、

　　　上段は、基本加算年金額（見込額）及び脱退一時金相当額が、下段は基本年金額と基本加算年金額の合計及び現価相当額と脱退一時金相当額の合計が

　　　それぞれ記載されています。

基本 　　（２）「Ｂ」の符号は、離婚等により標準報酬額が分割改定された者について表示しています。

　　２　「配慮措置区分」欄の「Ｈ」の符号は、養育特例配慮措置の該当者について表示しています。　

基本

件　　数 年金額（円）
政 府 負 担 金
控 除 後 の 額 （ 円 ）

現価相当額(円）

基礎年金番号 氏　　名 種別
標 準 報酬月 額と

標 準 賞 与 額 の

総 額
加入員番号

区

分

配

慮

措

置

過去勤務

取 得 年 月 日

年　金　額
政 府 負 担 金

控 除 後 の 額
現価相当額 再加入年月日

加　入　員　資　格　 実 加 入 員

期 間

区

分

報酬標準給与月

額 と 賞 与 標 準

給 与 額 の 総 額

円

    項目
性別

男

女

合計
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令和   年   月   日 

 

 

   

 

 

                厚生年金基金  御中 

   〈   〉 

 

資格記録確認者一覧・基金回答リストの送付について 

 

 

平素は、当連合会の事業運営につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、貴基金より連合会に老齢年金給付の支給義務を既に移転した方に対し、日本年金機

構より離婚等による標準報酬改定の情報が回付されたため、国と連合会の婚姻期間に係る

資格記録を確認したところ、別添のとおり記録に相違がありましたので、ご確認をお願い申

し上げます。 

 

記 

 

１．資格記録の確認方法 

「資格記録（婚姻期間）確認票」により資格記録の確認をお願い致します。 

 

２．確認結果の回答方法 

  「資格記録確認者一覧・基金回答リスト」を、回答欄の該当番号（１～４）に○をした

うえで連合会へ返送してください。 

なお、回答が４ の場合は、備考欄に理由の記入を併せてお願い致します。 

 

３．基金における手続 

  「資格記録確認者一覧・基金回答リスト」の回答番号の注釈をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

【問 合 せ 先】 

 

企業年金連合会 年金サービスセンター 
年金記録課 年金記録係    
ＴＥＬ ０３－５４０１－８７３２ 
ＦＡＸ ０３－５４０１－８７４０ 
Ｅ-mail  kiroku@pfa.or.jp  担当 ＸＸ 
 

 
企業年金連合会 年金サービスセンター 
年金記録課 年金記録係    
ＴＥＬ ０３－５４０１－８７３２ 
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様式第８号  
　 ページ

※下記の加入員は、資格記録（婚姻期間）確認票のとおり婚姻期間における資格記録が相違していました。貴基金で内容確認のうえ、本リストにより連合会へ確認結果の回答をお願いします。
     

基金番号 基金名称 合計    　件
<回答番号の注釈>

---回 答--- ---備 考---

項番 基礎年金番号 加入員番号 氏名 生年月日 性別  申出年月  該当番号を○で囲む

 １　 ２ 　３　　４

 １　 ２ 　３　　４

 １　 ２ 　３　　４

 １　 ２ 　３　　４

 １　 ２ 　３　　４

※加入員１人に対して相違する資格記録が複数ある
　場合で、回答がそれぞれ異なる場合は、該当する

　番号をすべて○で囲んでください。

企 業 年 金 連 合 会

　その理由を記入してください。

・正しい資格記録が判明しない場合、備考欄に

番号４：資格記録の確認ができない場合

　のうえ、連合会へ提出してください。

番号３：資格記録（日本年金機構回付）・（連合会管理）

双方とも異なる場合

　のうえ、連合会へ提出してください。　

　て（依頼）」に一覧表および証拠書類を添付

　「対象者リストの資格記録情報の照会につい

番号２：資格記録（連合会管理）が正しい場合

・「対象者リストの資格記録情報の照会につい

　て（依頼）」に一覧表および証拠書類を添付

資格記録確認者一覧・基金回答リスト

・必要であれば、貴基金で管理している記録も
　訂正してください。

番号１：資格記録（日本年金機構回付）が正しい場合

・記録事項訂正届（様式第６号）により連合会

　管理の資格記録を訂正してください。

・記録事項訂正届（様式第６号）とともに、
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様式第８号付表
　ページ

基金番号 基金名称

第一号改定者（特定被保険者）情報
基礎年金番号 加入員番号 氏名 生年月日 性別

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 資格記録　　（連合会管理）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 資格記録　（日本年金機構回付）

－－－－　 <第一号改定者（特定被保険者）の資格記録> －－－－ －－ <改定対象期間（特定期間）にかかる資格記録>　　　　　　　　　　　　　　　　　　－－

標準報酬額 標準報酬額 標準報酬額
 項番 異動年月日 種別    原因 （千円） 申出年月  項番 異動年月日 種別 原因 （千円） 項番 異動年月日 　種別 原因 （千円）

(注）資格記録（日本年金機構回付）は、日本年金機構で管理している資格記録のうち、改定対象期間（特定期間）を表示しています。

　 　<改定対象期間（特定期間）にかかる資格記録>は、連合会で管理している資格記録のうち、改定対象期間（特定期間）にかかる資格記録を抜き出して表示しています。

　　 項番の「＊」の符号は、連合会管理と日本年金機構回付との資格記録が相違していることを表しています。

　資格記録（日本年金機構回付）の項番がブランクの場合は、基金番号が確定できなかった資格記録を参考のために表示しています。

資格記録（婚姻期間）確認票
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企業年金連合会 

年金サービスセンター長 殿 

 

 

登録届兼変更届（厚生年金基金） 

 

 

基金番号      

基金名称  

 

項 目 内 容 変更箇所 

基金名称 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

  

総幹事受託機関（資金決済業務を委

託している受託機関）の名称 

  

連合会から権利義務の承継をでき

るか否か 

（ ）承継できる 

（ ）承継できない 

 

連合会から権利義務の承継をでき

る場合 

（ ）全ての者を承継できる 

（ ）自基金の再加入者のみ承継できる 

 

連合会から積立金等の移換ができ

るか否か 

（ ）移換できる 

（ ）移換できない 

 

連合会から積立金等の移換ができ

る場合 

（ ）全ての積立金等を移換する 

（ ）厚生年金基金由来の年金給付等積立

金等のみ移換する 

（ ）確定給付企業年金由来の積立金のみ

移換する 

 

連合会から権利義務を承継する場

合の手続き 

（ ）基金が中途脱退者の申出を取りまと

めて連合会に申出をする 

（ ）中途脱退者が直接連合会に申出をす

る 

 

 

＊上記の内容に変更があった場合は、変更した項目の「変更箇所」に○印を付し、「内容」欄に変更後

の内容を記入してください。 

令和  年  月  日 

 
厚生年金基金の名称  

                   

                理事長名 

                   

 
担当者名  

 

 

 



 

 
1 

別添２ 

企業年金連合会が実施する被保険者記録と中途脱退者の記録との突き合せに係る事務の取扱

い 

 

第１ 基金において中途脱退者の被保険者記録が提供された場合の取扱いに関する事項 

 

１ 厚生年金基金（以下「基金」という。）において、中途脱退者（抽出基準月の末日時点

で企業年金連合会（以下「連合会」という。）への現価相当額の交付が完了している者）

の被保険者記録が提供された場合 

「厚生年金基金の加入員原簿等の記録の整備等に係る事務処理について（平成２１年

１２月２５日 年企発１２２５第２号）」（以下「年金局通知」という。）で定められた「中

途脱退者に係る記録調査依頼について（様式第２０号）（年金局通知－別紙５）」に「中

途脱退者に係る記録調査対象者リスト（様式第２０号付表）（年金局通知－別紙５別添）」

を添えて、連合会に対して調査依頼を行うこと。 

なお、加入員台帳の写し等（原則としてＡ４サイズとする。以下同じ。）がある場合は、

これを添付すること。 

 

２ 基金からの調査依頼に対する回答 

連合会は、基金から前記１の調査依頼があった場合は、「中途脱退者に係る記録調査依

頼について（回答）（様式第２０号の２）」及び「中途脱退者に係る記録調査対象者リス

ト（様式第２０号付表）（年金局通知－別紙５別添）」により、当該基金に対して調査結

果の回答を行う。 

 

３ 「中途脱退者に係る記録調査対象者リスト（様式第２０号付表）（年金局通知－別紙５

別添）」の記入要領 

  基金番号、基金名称及び依頼総件数を記入すること。 

また、基金記入欄の加入員番号欄及び申出年月欄には、当該基金で管理する情報を記

入し、その他の項目（基礎年金番号、氏名（カナ）、性別、生年月日、資格取得年月日及

び資格喪失年月日）には被保険者記録の情報を記入すること。 

   なお、調査対象者が当該基金に再加入した後、再度中途脱退者として連合会へ移転申

出された者である者については、直近の申出年月を記入すること。 

 

第２ 実施主体が基金と連合会双方となる者の取扱いに関する事項 

 

１ 基金の加入員記録の一部について、連合会に支給義務が移転されている場合 

「再加入等の履歴を有する加入員記録に係る被保険者記録の提供について（様式第２

１号）」に「再加入等の履歴を有する加入員記録に係る被保険者記録の提供依頼リスト（様

式第２１号付表）」（以下「提供依頼リスト」という。）を添えて、連合会に対して調査依

頼を行うこと。 

 

２ 連合会は、前記１の調査依頼があった場合は、「再加入等の履歴を有する加入員記録に

係る被保険者記録の提供について（回答）（様式第２１号の２）」及び提供依頼リストに

より、当該基金に対して調査結果の回答を行う。 

なお、連合会に被保険者記録が提供されている者については、被保険者記録を追加で

提供する。 
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第３ 連合会から基金への調査依頼に対する回答及び個票の記入に関する事項 

 

１ 連合会から基金への調査依頼 

 連合会は、被保険者記録と連合会が管理する中途脱退者の記録（以下「連合会記録」

という。）との突き合せを行った結果、記録が一致しない場合は、「中途脱退者に係る記

録の不一致の調査依頼について（様式第２２号）」に「連合会と国（厚生年金保険）の年

金記録の不一致確認・回答票（個票）（様式第２２号付表１又は２）」（以下「確認・回答

票（個票）」という。）を添えて、当該基金に対して調査依頼を行う。 

 

２ 調査依頼に対する回答 

   連合会から前記１の調査依頼を受けた基金は、当該連合会記録について年金局通知の

第１の２に準じて必要な調査を行い、その結果に基づいて「中途脱退者に係る記録の不

一致の調査依頼について（回答）（様式第２２号の２）」（以下「調査依頼回答」という。）

及び「確認・回答票（個票）」に必要事項を記入し、必要に応じて「中途脱退者記録事項

訂正届（様式第６号）」（以下「訂正届」という。）等や証拠書類等を添えて、連合会に提

出すること。 

 

３ 「確認・回答票（個票）」の記入 

 （１）基本項目（基礎年金番号、氏名（カナ）、性別及び生年月日）のみが不一致である場

合又は資格記録（期間及び報酬）が不一致であって連合会記録が被保険者記録よりも

期間が短い・報酬が低い場合（様式第２２号付表１） 

基金は、調査結果に応じて「基金（事業主）への調査依頼（回答）」欄のいずれかに

レ点を付すこと。その際、連合会記録が適正な場合又はどちらが適正か不明な場合は

その事由も記入すること。 

なお、事業主への照会を実施した場合は、「基金（本人等）への調査依頼［再］（回

答）」欄により補足すること。 

（２）資格記録が不一致であって連合会記録が被保険者記録よりも期間が長い・報酬が高

い場合（様式第２２号付表２） 

基金は、調査結果に応じて「基金（事業主）への調査依頼（回答）」欄のいずれかに

レ点を付すこと。その際、連合会の記録が適正な場合又はどちらが適正か不明な場合

はその事由も記入すること。 

なお、事業主への照会を実施した場合は、「基金（本人等）への調査依頼［再］（回

答）」欄により補足すること。 

また、被保険者記録が適正であるが、年金額は従前どおり（以下「従前額保障」と

いう。）とする場合は、「被保険者記録が適正」と「資格記録訂正不要（従前額保障）」

にそれぞれレ点を付すこと。 

    なお、従前額保障の対象となる記録については、連合会に対して訂正の届出を行う

必要はなく、また、連合会と当該基金との間で現価相当額の調整は行わない。 

 

第４ 連合会から基金への再調査依頼に対する回答及び「確認・回答票（個票）」の記入に関

する事項 

 

１ 連合会から基金への再調査依頼 

連合会は、基金より「連合会の記録が適正」又は「どちらが適正か不明」との回答を

受け、連合会から日本年金機構へ調査依頼を行った結果、「被保険者記録が適正」との回
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答があった場合は、「中途脱退者に係る記録の不一致の調査依頼について（様式第２２号）」

に「確認・回答票（個票）」を添えて、当該基金に対して再調査依頼を行う。 

 

２ 再調査依頼に対する回答 

 連合会から前記１の再調査依頼を受けた基金は、当該連合会記録について年金局通知

の第１の２に準じて必要な調査を行い、その結果に基づいて調査依頼回答及び「確認・

回答票（個票）」に記入し、必要があれば訂正届等や証拠書類等を併せて連合会に提出す

ること。 

 

３ 「確認・回答票（個票）」の記入 

（１）基本項目のみが不一致である場合又は資格記録が不一致であって連合会記録が被保

険者記録よりも期間が短い・報酬が低い場合（様式第２２号付表１） 

基金は、調査結果に応じて「基金（本人等）への調査依頼［再］（回答）」欄のいず

れかにレ点を付すこと。その際、連合会の記録が適正な場合はその事由も記入するこ

と。 

 

 

（２）資格記録が不一致であって連合会記録が被保険者記録よりも期間が長い・報酬が高

い場合（様式第２２号付表２） 

基金は、調査結果に応じて「基金（本人等）への調査依頼［再］（回答）」欄のいず

れかにレ点を付すこと。その際、連合会の記録が適正な場合又はどちらが適正か不明

な場合はその事由も記入すること。 

また、被保険者記録が適正であるが、従前額保障とする場合は、「被保険者記録が適

正」と「資格記録訂正不要（従前額保障）」にそれぞれレ点を付すこと。 

 

第５ 基金に対する記録訂正の届出の勧奨に関する事項 

   連合会は、資格記録が不一致であって連合会記録が被保険者記録よりも期間が長い・

報酬が高い場合で、再調査依頼に対して当該基金より「連合会の記録が適正」又は「ど

ちらが適正か不明」の回答を受けた場合は、日本年金機構に通知を行う。 

その結果、日本年金機構から「被保険者記録が適正」との回答があった場合は、連合

会は、「中途脱退者に係る記録の訂正等について（様式第２３号）」（以下「訂正勧奨」と

いう。）に「確認・回答票（個票）」を添え、当該連合会記録について当該基金に訂正届

等の提出を勧奨する。 

当該基金は、連合会からの訂正勧奨に対する回答を「中途脱退者に係る記録の訂正等

について（回答）（様式第２３号の２）」に「確認・回答票（個票）」を添付して回答する

こと。その際、「確認・回答票（個票）」の記入にあたっては次によること。 

   ①記録の訂正を行う場合 

    「訂正届等を添えて回答」にレ点を付し、訂正届等を併せて提出すること。 

   ②従前額保障を行う場合 

    「資格記録訂正不要（従前額保障）」にレ点を付すこと。 

 

第６ 被保険者記録と中途脱退者の記録との突き合せに係る記録訂正の取扱いに関する事項 

 個票に訂正届を添付する場合は、訂正届の表面右上部余白に朱書きで「 突 」と記入

し、通常の訂正届と区分すること。 

また、再加入交付請求、基金への権利義務移転又は取消が必要な記録については、第

２により連合会へ被保険者記録の提供依頼を併せて行うこと。 

なお、基金において突き合せに係る調査を行った結果、連合会への各種届出が必要な
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場合は、別添１「厚生年金基金・企業年金連合会間における通算措置に係る業務の取扱

い」に基づいて取扱うこと。 
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様式第２０号 

  （年金局通知－別紙５） 

基 発 第     号 

令和  年  月  日 

企業年金連合会 

 年金サービスセンター長 殿 

 

  基第    号 

          厚生年金基金 

  常務理事           

 

 

 

中途脱退者に係る記録調査依頼について 

 

 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、当基金では、厚生年金保険被保険者記録と当基金の加入員記録の突き合せを

行っております。 

 つきましては、突き合せ作業の一環として、日本年金機構から提供された厚生年金

保険被保険者のうち、別添の対象者については、貴連合会に老齢年金給付の支給に関

する義務を移転している記録が含まれると確認したことから、貴連合会において管理

している中途脱退者の記録に対象者が存在するのか調査をお願いします。 

 

 

敬具 

 
 

 

 

郵便番号              

所 在 地              

                  

電話番号              

担当者（担当部署）          

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
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様式第２０号付表
（年金局通知－別紙５別添）

基金番号 基金名称 総件数　　　　　　　　　　　　　　　　件

項
番

基礎年金番号 加入員番号 氏名（カナ） 性別 生年月日
資格取得
年月日

資格喪失
年月日

申出年月
添付書類
の有無

備考

1 有 無

2 有 無

3 有 無

4 有 無

5 有 無

6 有 無

7 有 無

8 有 無

9 有 無

10 有 無

11 有 無

12 有 無

13 有 無

14 有 無

15 有 無

16 有 無

17 有 無

18 有 無

19 有 無

20 有 無

21 有 無

22 有 無

23 有 無

24 有 無

25 有 無

　「添付書類の有無」欄については、加入員台帳の写し等の添付がある場合は＊を付す。

連合会記入欄基金記入欄

中途脱退者に係る記録調査対象者リスト

中途脱退の
有無
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様式第２０号の２ 

  令和  年  月  日 

 

基金番号        

           厚生年金基金常務理事 殿 

 

 

企 業 年 金 連 合 会 

年金サービスセンター長 

（公印省略） 

 

 

中途脱退者に係る記録調査依頼について（回答） 

 
 

 先般、貴基金よりご依頼のあった中途脱退者に係る記録の調査が完了しましたので、

以下のとおり回答いたします。 

  

中途脱退者記録 件数 

有 件 

無 件 

計 件 

  有：当該者の突き合せ実施主体は連合会となり、貴基金での突き合せは不要となります。 

無：貴基金で再度調査をお願いします。 
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様式第２１号 

基 発 第     号 

令和  年  月  日 

 

企業年金連合会 

 年金サービスセンター長 殿 

 

  基第    号 

          厚生年金基金 

  常務理事           

 

 

 

 

再加入等の履歴を有する加入員記録に係る被保険者記録の提供について 

 
 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、当基金では、厚生年金保険被保険者記録と当基金の加入員記録の突き合せを

行っております。 

つきましては、別添の対象者については、当基金で加入員記録を有するため、貴連

合会で管理している被保険者記録の提供をお願いします。 

 

 

敬具 
 

 

 

希望する媒体とファイル形式に○印を記入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郵便番号              

所 在 地              

                  

電話番号              

担当者（担当部署）          

媒体等選択 

媒体 CD-R FD 帳票 

ファイル形式 
（電子媒体選択時） 

テキストファイル 
エクセルファイル  

(定型帳票) 

 

連絡先 
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様式第２１号付表

　　  基金番号 基金名称 総件数　　　　　　　　　　　　　　件

項番 基礎年金番号 加入員番号①※ 加入員番号②※ 氏名(カナ) 性別 生年月日 備　　考

1 有 無

2 有 無

3 有 無

4 有 無

5 有 無

6 有 無

7 有 無

8 有 無

9 有 無

10 有 無

11 有 無

12 有 無

13 有 無

14 有 無

15 有 無

16 有 無

17 有 無

18 有 無

19 有 無

20 有 無

21 有 無

22 有 無

23 有 無

24 有 無

25 有 無

※中脱申出時の加入員番号を①に、中脱申出以降に払い出した加入員番号がある場合は②へ記入してください（複数ある場合は②の列へ続けて記入してください）。

再加入等の履歴を有する加入員記録に係る被保険者記録の提供依頼リスト

基金記入欄 連合会記入欄

追加提供の有無
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様式第２１号の２ 

令和  年   月   日 

 

基金番号        

           厚生年金基金常務理事 殿 

 

企 業 年 金 連 合 会 

年金サービスセンター長 

（公印省略） 

 

 

再加入等の履歴を有する加入員記録に係る被保険者記録の提供について(回答) 

 

 
先般、貴基金よりご依頼のあった被保険者記録の提供について以下のとおり回答い

たします。 

当連合会に被保険者記録が提供されている者については、添付の電子媒体により被

保険者記録を追加で提供いたします。 
 

 

 

被保険者記録の有無 件数 

有 
件 

無 
件 

合計 
           件 
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様式第２２号 

令和  年  月  日 

 

基金番号        

           厚生年金基金常務理事 殿 

 

企 業 年 金 連 合 会 

年金サービスセンター長 

（公印省略） 

 

 

中途脱退者に係る記録の不一致の調査依頼について 
 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、当連合会では、厚生年金保険被保険者記録と連合会の中途脱退者記録の突き

合せを行っており、別添の対象者については資格記録等に不一致があることが確認さ

れました。 

つきましては、お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、別添の中途脱退者に係

る記録の不一致について調査をお願いします。 

 

 

敬具 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査依頼件数               件 



 

 

1
2
 

 

様式第２２号　付表１

厚 姓名性生 期報

０－ ０ ０ ０ ０－ ００

出力年月日 ページ

基金番号

性別

＊：国の被保険者記録と連合会の記録が相違している箇所　　＠：国の被保険者記録と連合会の記録が相違していたが、相違の事由が判明した箇所（確認は不要です。）

この帳票に表示された被保険者記録は平成　　年　　月時点の記録であるため、当該年月以降に更新があった場合でも情報は反映されません。

（　　　　　　） 　　　　　　年金事務所 （　　　　）

種別 原因 標準報酬 月数 種別 原因 標準報酬 月数 種別 原因 標準報酬 月数 種別 原因 標準報酬 月数

□基金（事業主）への調査依頼（回答） □日本年金機構への調査依頼（回答） □基金（本人等）への調査依頼[再]（回答） □日本年金機構への通知（回答）

　 □連合会の記録が適正    □連合会の記録が適正 　 □連合会の記録が適正    □連合会の記録が適正

　　   （証拠書類があれば添付して回答） 　　　（訂正結果を添えて回答） 　　   （証拠書類を添えて回答） 　　　（訂正結果を添えて回答） 最終結果

         事由    □被保険者記録が適正          事由   □終了

  □処理中

　□どちらが適正か不明 　   　（基金のみ）いずれかに○印をつけてください。

         事由 　　    　・事業主が国･基金へ行った届出の様式

　　    　　　複写式　・　単票式　・　不明

　□被保険者記録が適正 　 □被保険者記録が適正

　　　・基金   →訂正届等を添えて回答 　　　・基金　 →訂正届等を添えて回答

　　　・事業主→証拠書類を添えて回答 　　　・本人等→証拠書類を添えて回答

連≦国

企業年金連合会

連合会－重複厚年番号

国－重複

取消元番号

《－－被保険者記録－－》《－－連合会記録－－》 《－－被保険者記録－－》 《－－連合会記録－－》

－

受発年月 失権年月

－－

連合会と国（厚生年金保険）の年金記録の不一致確認・回答票（個票）

氏名（カナ）　　　　　　　　　　姓 名

加入員番号

生年月日

基金名称 状態区分

国－年金証書番号

（被保険者記録）

（連合会記録）

基礎年金番号

年月日／基金 年月日／基金 年月日／基金 年月日／基金



 

 

1
3
 

 

様式第２２号　付表２

厚 姓名性生 期報

０－ ０ ０ ０ ０－ ００

出力年月日 ページ

基金番号

性別

＊：国の被保険者記録と連合会の記録が相違している箇所　　＠：国の被保険者記録と連合会の記録が相違していたが、相違の事由が判明した箇所（確認は不要です。）

この帳票に表示された被保険者記録は平成　　年　　月時点の記録であるため、当該年月以降に更新があった場合でも情報は反映されません。

（　　　　　　） 　　　　　　年金事務所 （　　　　）

種別 原因 標準報酬 月数 種別 原因 標準報酬 月数 種別 原因 標準報酬 月数 種別 原因 標準報酬 月数

□基金（事業主）への調査依頼（回答） □日本年金機構への調査依頼（回答） □基金（本人等）への調査依頼[再]（回答） □日本年金機構への通知（回答） □基金への訂正届等の提出勧奨（回答）

　 □連合会の記録が適正    □連合会の記録が適正 　 □連合会の記録が適正    □連合会の記録が適正    （被保険者記録が適正）

　　   （証拠書類があれば添付して回答） 　　　（訂正結果を添えて回答） 　　   （証拠書類があれば添付して回答） 　　　（訂正結果を添えて回答） 　 □訂正届等を添えて回答 最終結果

         事由    □被保険者記録が適正          事由    □第三者委員会への勧奨依頼 　 □資格記録訂正不要（従前額保障）   □終了

　　　□あっせん→連合会の記録が適正   □処理中

　□どちらが適正か不明 　   　（基金のみ）いずれかに○印をつけてください。 　　　　 （訂正結果を添えて回答）

         事由 　    　　・事業主が国への届出誤りを認めているか 　　　□非あっせん→被保険者記録が適正

　　     　　　いる　・　いない　・　不明

　□被保険者記録が適正 　　    　・事業主が国･基金へ行った届出の様式

　　　・基金→□訂正届等を添えて回答 　　    　　　複写式　・　単票式　・　不明

　　　・基金→□資格記録訂正不要（従前額保障） 　 □どちらが適正か不明

　　　・事業主→証拠書類を添えて回答          事由

　 □被保険者記録が適正

　　　・基金→□訂正届等を添えて回答

　　　・基金→□資格記録訂正不要（従前額保障）

　　　・本人等→証拠書類を添えて回答

－

《－－連合会記録－－》 《－－被保険者記録－－》 《－－連合会記録－－》

状態区分

国－年金証書番号

－

受発年月

－

連合会と国（厚生年金保険）の年金記録の不一致確認・回答票（個票）

氏名（カナ）　　　　　　　　　　姓  名

加入員番号

生年月日

基金名称 連合会－重複厚年番号

失権年月

（被保険者記録）

（連合会記録）

基礎年金番号

年月日／基金 年月日／基金 年月日／基金 年月日／基金

企業年金連合会

連＞国

国－重複

取消元番号

《－－被保険者記録－－》
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様式第２２号の２ 

基 発 第     号 

令和  年  月  日 

 

企業年金連合会 

 年金サービスセンター長 殿 

 

  基第    号 

          厚生年金基金 

  常務理事           

 

 

 

中途脱退者に係る記録の不一致の調査依頼について（回答） 
 

 

先般、ご依頼のあった調査依頼について以下のとおり回答いたします。 

 件数 

① 連合会の記録が適正 

(原則として証拠書類添付) 件 

② 被保険者記録が適正 

(必要に応じて訂正届等添付) 件 

 
うち訂正届 

 件 

③ どちらが適正か不明 

(関係書類があれば添付) 件 

合計（①＋②＋③） 
           件 

      
 

 

 

郵便番号              

所 在 地              

                  

電話番号              

担当者（担当部署）          

 

 

 

 

連絡先 
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様式第２３号 

令和  年  月  日 

 

基金番号        

           厚生年金基金常務理事 殿 

 

企 業 年 金 連 合 会  

年金サービスセンター長 

（公印省略） 

 

 

中途脱退者に係る記録の訂正等について 
 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

先般、別添の対象者の資格記録等の不一致に係る貴基金からの調査結果に基づき、

日本年金機構へ通知いたしましたが、被保険者記録が適正との回答がありました。 

つきましては、お忙しいところ恐縮ではございますが、別添の対象者の記録につき

まして訂正届等の提出をお願いします。 

なお、訂正を行わず、従前額保障とする場合はその旨お知らせください。 

 

敬具 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

件数               件 
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様式第２３号の２ 

基 発 第     号 

令和  年  月  日 

 

企業年金連合会 

 年金サービスセンター長 殿 

 

  基第    号 

          厚生年金基金 

  常務理事           

 

 

 

中途脱退者に係る記録事項の訂正等について（回答） 
 

 

先般、ご依頼のあった記録事項の訂正等について以下のとおり回答いたします。 

 

 件数 

記録事項の訂正 

(訂正届等を添付) 件 

従前額保障 

（資格記録訂正不要） 件 

合計 
           件 

      

 
 

 

郵便番号              

所 在 地              

                  

電話番号              

担当者（担当部署）          

 

 

 

 

 

 

連絡先 


